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2026（令和８）年国民生活基礎調査のうち福祉事務所長を通じて実施する 

調査に関する事務の処理基準について 

 

 国民生活基礎調査（基幹統計「国民生活基礎統計」を作成するための調査）の実施につき

ましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

 国民生活基礎調査に関する事務につきましては、統計法施行令第４条により法定受託事務

と位置づけられ、また、地方自治法第 245 条の９において、国は地方公共団体が法定受託事

務を処理するに当たりよるべき基準（以下「処理基準」という。）を定めることができるとさ

れております。 

 つきましては、2026（令和８）年国民生活基礎調査のうち福祉事務所長を通じて実施する

調査に関する事務の処理基準を下記のとおりといたしますので御了知いただきますとともに、

指定都市市長、中核市市長及び福祉事務所を設置する市区町村（政令指定都市及び中核市を

除く。）の市区町村長への連絡につきましても併せてよろしくお願い申し上げます。 

 なお、下記の事項以外につきましては、地方自治法第 245 条の４に基づく「技術的な助言」

となりますので、併せて御了知願います。 

 

記 

 

１ 「2026（令和８）年国民生活基礎調査の実施について（通知）」（令和８年１月 15 日付け

政統発 0115 第１号）中「６ 調査の客体」、「７ 調査の機関」、「８ 調査の方法」及び「９

 調査票等の提出期限」 

 

２ 「指導員・調査員の手引」中「Ⅲ 指導員・調査員の仕事の流れ」、「Ⅳ 調査員の仕事」

及び「Ⅵ 指導員の仕事」 

 

３ 「地方機関事務要領」中「Ⅱ 地方機関の仕事の流れ」及び「Ⅲ 地方機関の調査事務」 


